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第63回
定時株主総会 招集ご通知

日 時
2021年６月24日（木曜日）
午前10時（午前９時開場予定）

場 所
ワールド本社ビル 26階
神戸市中央区港島中町六丁目８番１

新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み、株主総会当日のご
出席を検討されている株主様におかれましては、株主総会
当日の流行状況やご自身の体調を十分にご確認のうえ、マ
スク着用などの感染予防に最大限ご配慮いただきますよう
お願いいたします。なお、当日は受付にて検温を実施させ
ていただき、その結果、総会会場への入場をご遠慮願う場
合もございますのであらかじめご了承いただきますようお
願いいたします。
今後の状況変化により、株主総会の運営に大きな変更が生
ずる場合は、当社ウェブサイト（http://corp.world.
co.jp/ir/stock/meeting.html）に掲載させていただきま
す。
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当日ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解賜わりますようお願い申しあげます。

株式会社ワールド
証券コード：3612

表紙
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証券コード　3612
2021年6月2日

株 主 各 位
神 戸 市 中 央 区 港 島 中 町 六 丁 目 ８ 番 １

株 式 会 社 ワ ー ル ド
代表取締役　社長執行役員 鈴 木 信 輝

第６３回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第６３回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。なお、本株主
総会における新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主の皆様には、株主総会当日のご来場を見合
わせていただき、書面による議決権行使を行っていただくよう強くご推奨申しあげます。お手数ながら後記の
株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年6
月23日（水曜日）午後5時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　　具
記

１．日　　時 2021年6月24日（木曜日）午前10時（午前９時開場予定）
２．場　　所 神戸市中央区港島中町六丁目８番１

ワールド本社ビル　２６階
（末尾の株主総会会場ご案内略図をご参照ください。）

３．会議の目的事項
報告事項 １．第６３期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並び

に会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第６３期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）６名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

－ 1 －
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４．連結計算書類及び計算書類の一部のインターネットによるご提供について
　法令及び当社定款第13条の２の規定に基づき、連結持分変動計算書、連結注記表、株主資本等変動計算
書及び個別注記表として表示すべき事項につきましては、当社ウェブサイト(http://corp.world.co.jp/
ir/stock/meeting.html)に掲載し、ご提供しております。なお、連結持分変動計算書、連結注記表、株主
資本等変動計算書及び個別注記表は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告をそれぞれ
作成するに際して、連結計算書類及び計算書類の一部として、あわせて監査を受けております。

以上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し
あげます。なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正
後の事項を当社ウェブサイト（http://corp.world.co.jp/ir/stock/meeting.html）に掲載させていただきま
す。

－ 2 －

招集ご通知
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

　配当に関しましては、当事業年度においては損失計上により利益剰余金がマイナスとなりましたため、誠に
遺憾ながら期末配当を無配とさせていただきます。事業構造の改革をより一層推進し、安定的に利益が確保で
きる体制を確実なものとすることで、早期の復配を目指す所存でございます。
　また、今後の経営環境を勘案して財務体質の健全化を図ることを目的として、会社法第452条の規定に基づ
き、次のとおり、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより、損失の処理をさせていただき
たく存じます。

①　減少する剰余金の項目及びその額
　　その他資本剰余金　12,686,191,583円
②　増加する剰余金の項目及びその額
　　繰越利益剰余金　12,686,191,583円

－ 3 －

剰余金の処分の件
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第２号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）６名選任の件

　本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である者を除く。以下、本議案において同じ。）６名全員が
任期満了となります。つきましては、任意の指名・報酬委員会の推薦を経て、取締役会の決定に基づき下記の
取締役６名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、いずれの候補者も適任である旨の意
見を得ております。

　取締役の候補者は次のとおりであります。
候補者
番　号 氏　　名 現在の当社における地位及び担当 取締役会

出席状況

1 かみ
上

やま
山

けん
健

じ
二 再 任 代表取締役　会長 15回／15回

（100％）

2 すず
鈴

き
木

のぶ
信

てる
輝  再任  代表取締役　社長執行役員 12回/12回

（100%）

3 はた
畑

さき
崎

みつ
充

よし
義 再 任 取締役 15回／15回

（100％）

4 いち
一

じょう
條

かず
和

お
生 再 任 社 外 独 立 取締役 15回／15回

（100％）

5 すず
鈴

き
木

まさ
政

ひと
士 再 任 社 外 独 立  取締役 15回／15回

（100％）

6 さ
佐

とう
藤

ひで
秀

や
哉 再 任 社 外 独 立  取締役 15回／15回

（100％）

－ 4 －

取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件
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　各候補者の略歴等は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1

再 任

かみ
上

やま
山

けん
健

じ
二

(1965年５月19日生)

1988年 ４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
2001年 ６月 株式会社ｼﾞｬｯｸ（現 株式会社ｶｰﾁｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ）

代表取締役社長
2003年 ３月 株式会社長崎屋 代表取締役社長
2009年 ３月 株式会社ＧＡＢＡ 代表取締役社長
2012年12月 株式会社ぐるなび 取締役副社長執行役員
2013年12月 当社入社
2013年12月 当社常務執行役員ＣＯＯ補佐
2014年 ６月 当社常務執行役員ＣＯＯ（最高執行責任者）
2015年 ４月 当社代表取締役 社長執行役員
2020年 5 月 株式会社ナルミヤ・インターナショナル　社外取締役

（現任）
2020年 6 月 当社代表取締役会長（現任）

取締役会への出席状況  15回／15回（100％）

所有する当社株式の数  659,727株

取締役候補者とした理由

上山健二氏は、長年、各社の経営に携わり、また当社入社後は、COO
補佐、COO、社長執行役員、代表取締役会長として重要な役割を担っ
ており、強いリーダーシップのもと当社の業績を向上させました。当
社の更なる成長を牽引するべく、引き続き当社取締役として選任をお
願いするものです。

－ 5 －

取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2021/05/25 20:04:24 / 20703238_株式会社ワールド_招集通知（Ｃ）

候補者
番　号

氏　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2

再 任

すず
鈴

き
木

のぶ
信

てる
輝

(1974年８月23日生)

1999年 ３月 アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア
）株式会社入社

2004年 ９月 株式会社ローランドベルガー入社
2010年 ５月 株式会社企業再生支援機構入社
2012年 ２月 株式会社ボストンコンサルティング・グループ入社
2012年 ９月 当社入社
2014年 ６月 当社執行役員 SPARCS推進室 室長
2015年 ４月 当社常務執行役員 構造改革本部 本部長
2015年10月 当社常務執行役員 構造改革本部 本部長

兼 国際本部 本部長
2017年 ４月 当社グループ専務執行役員

グループ企画本部管掌
兼 D-GROWTH戦略本部管掌

2018年 ４月 当社グループ専務執行役員
グループ戦略統括
兼 グループ企画本部管掌
兼 D-GROWTH戦略本部管掌

2020年 6 月 当社代表取締役 社長執行役員（現任）

取締役会への出席状況  12回／12回（100％）

所有する当社株式の数  273,737株

取締役候補者とした理由

鈴木信輝氏は、当社入社後執行体制の中核メンバーとして、戦略の策
定と遂行を通じて結果を出し続けてまいりました。当社グループの戦
略と合致した知見を十二分に備えながら、その決断力をもってコロナ
禍での構造改革にもリーダーシップを発揮してきた人材であります。
当社グループが先進的企業であり続けるために、お客様のニーズに対
応しながら、ファッション産業に貢献するべく、引き続き当社取締役
として選任をお願いするものです。

－ 6 －

取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件
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候補者
番　号

氏　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

3

再 任

はた
畑

さき
崎

みつ
充

よし
義

(1963年２月４日生)

1987年 ３月 旧株式会社ワールド入社
1991年 ６月 同社取締役
1996年 ６月 同社専務取締役 人事本部 本部長
1999年 ６月 同社執行役員 第二世代ミドルミックスグループ

グループ長
2002年 ６月 同社WEL スポーツカジュアルグループ グループ長
2008年 ４月 当社WEL 企画戦略推進部 部長
2013年 ６月 当社執行役員 経営支援本部 副本部長
2017年 ６月 当社取締役（現任）

取締役会への出席状況  15回／15回（100％）

所有する当社株式の数  221,027株

取締役候補者とした理由

畑崎充義氏は、当社の事業から人事、管理にいたる幅広い豊富な経験
に加えて、業界団体やディベロッパーなどの対外的活動、渉外活動に
伴い各種団体での役職に就任し、幅広い人脈を有しており、当社グル
ープ及びファッション産業の発展に貢献いただくため、引き続き当社
取締役として選任をお願いするものです。

－ 7 －

取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件
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候補者
番　号

氏　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

4

再 任 社 外  独 立

いち
一

じょう
條

かず
和

お
生

(1958年10月13日生)

1988年 ４月 日本学術振興会特別研究員
2001年 ４月 一橋大学 社会学部 教授
2005年 ３月 株式会社シマノ 社外取締役（現任）
2015年 ６月 株式会社電通国際情報サービス 社外取締役（現任）
2017年 ６月 ぴあ株式会社 社外取締役（現任）
2018年 １月 当社取締役（現任）
2018年 ４月 一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻

専攻長 教授（現任）

取締役会への出席状況  15回／15回（100％）

所有する当社株式の数  1,275株

社外取締役在任期間 ３年5ヶ月

社外取締役候補者とした
理由及び期待される役割

一條和生氏は、長年、社会学の研究に携わり、特に国際企業戦略及び
知識創造理論に基づいた企業変革に関する極めて高度な専門知識を有
しておられ、上場企業の社外役員の経験も豊富であり、また、過去に
当社のアドバイザリーボードに就任され、当社の業容や状況に精通さ
れています。同氏は、2018年1月より取締役に就任し、当社経営に関
与しておりますが、引き続き、上場企業の社外役員としての豊富な経
験と高い知見を活かして当社経営へのアドバイス及び監督をいただ
き、当社の企業価値向上に貢献いただくことを期待し、当社の社外取
締役として選任をお願いするものです。なお、過去に社外役員となる
こと以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記
の理由により、社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと
判断しております。

－ 8 －

取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件
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候補者
番　号

氏　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

5

再 任 社 外 独 立

すず
鈴

き
木

まさ
政

ひと
士

(1957年９月９日生)

1980年 ４月 キリンビール株式会社入社
2005年 ４月 同社 酒類営業本部 企画部 担当部長
2006年 ３月 同社 国内酒類カンパニー 企画部 主幹
2007年 ３月 キリンビバレッジ株式会社出向 経理部長
2008年 ３月 同社 執行役員 経営企画部長
2009年 ３月 同社 取締役 経営企画部長
2012年 ３月 キリンホールディングス株式会社 取締役 ＣＦＯ
2013年 １月 キリン株式会社 取締役
2014年 ３月 キリンホールディングス株式会社 常勤監査役

キリン株式会社 監査役
2018年 ６月 株式会社ジャックス 社外取締役 （現任）

株式会社エイジス 社外取締役 （現任）
当社取締役 （現任）

取締役会への出席状況  15回／15回（100％）

所有する当社株式の数  1,275株

社外取締役在任期間  ３年

社外取締役候補者とした
理由及び期待される役割

鈴木政士氏は、長年、日本を代表する飲料メーカー企業で、主として
経理、経営企画業務に携わり、取締役経営企画部長、取締役CFOを歴
任されて、組織や経営管理に関する経営における豊富な経験に基づく
高い見識を有しておられます。同氏は、2018年6月より取締役に就任
し、当社経営に関与しておりますが、引き続き、経理・財務や会社経
営に関する高い知見を活かして当社経営へのアドバイス及び監督をい
ただき、当社の企業価値向上に貢献いただくことを期待し、当社の社
外取締役として選任をお願いするものです。

－ 9 －

取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件
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候補者
番　号

氏　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

6

再 任 社 外 独 立

さ
佐

とう
藤

ひで
秀

や
哉

(1963年５月21日生)

1987年 ４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2001年 ３月 株式会社セールスフォース・ドットコム入社
2005年 ４月 株式会社ザ・ヘッド 取締役社長
2006年 ３月 株式会社テラスカイ 代表取締役社長（現任）
2012年 ８月 TerraSky Inc. ＣＥＯ（現任）
2013年10月 株式会社サーバーワークス 社外取締役
2014年 ５月 株式会社スカイ 365 代表取締役社長
2016年 ３月 株式会社ＢeeＸ 代表取締役社長
2016年 ８月 株式会社キットアライブ 取締役
2016年10月 株式会社スカイ 365 取締役（現任）
2017年 ８月 株式会社ＢeeＸ 取締役
2019年 ３月 株式会社テラスカイベンチャーズ 取締役（現任）
2019年 ５月 株式会社Cuon 取締役（現任）
2019年 ６月 当社取締役 （現任）
2019年 ６月 株式会社Quemix 取締役（現任）
2019年12月 TerraSky (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長
2020年 ２月 TerraSky (Thailand) Co., Ltd. 取締役（現任）
2021年 1 月 株式会社リベルスカイ 取締役（現任）
2021年 2 月 株式会社テラスカイ・テクノロジーズ取締役（現任）
2021年 3 月 アイフォーカス・ネットワーク株式会社取締役（現任）

取締役会への出席状況  15回／15回（100％）

所有する当社株式の数  2,455株

社外取締役在任期間  ２年

社外取締役候補者とした
理由及び期待される役割

佐藤秀哉氏は、クラウドを活用したシステムソリューションの将来性
をいち早く察知し、2006年に株式会社テラスカイを創業して同社の東
証一部上場を主導されており、経営全般について豊富な経験に基づく
高い見識を有しておられます。一方、当社にとってはデジタル軸での
一段の成長が不可欠であり、日本企業のデジタルトランスフォーメー
ションを強力に後押しされてきた同氏には、当社経営へのアドバイス
及び監督をいただき、企業価値向上に貢献いただくことを期待し、引
き続き当社の社外取締役として選任をお願いするものです。

－ 10 －

取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件
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（注）１．当社は、2006年４月１日を合併期日として、旧株式会社ハーバーホールディングスアルファを存続会社とし、旧株式会
社ワールドを解散会社とする吸収合併方式により合併いたしました。
合併に伴い、旧株式会社ハーバーホールディングスアルファは、商号を株式会社ワールドに変更しております。
なお、合併期日以降の株式会社ワールドに関する略歴について、「当社」と記載しております。

２．当社は、2017年４月18日をもって任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役（監査等委員を含む）候補者の原案、取締
役（監査等委員を除く）の個人別の報酬額に係る事項の審議又は決議を行っております。

３．一條和生氏、鈴木政士氏及び佐藤秀哉氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
４．当社は、一條和生氏、鈴木政士氏及び佐藤秀哉氏との間で会社法第427条第１項及び当社定款に基づく責任限定契約を締

結しております。各氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

取締役の責任限定契約
取締役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任を負担する場合において、その職務を行うにつき善意でかつ
重大な過失がないときは、損害賠償責任は、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度とする。

５．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
６．当社は、一條和生氏、鈴木政士氏及び佐藤秀哉氏を独立役員として金融商品取引所に届け出ており、各氏の再任が承認さ

れた場合、引き続き独立役員とする予定であります。
７．各候補者の所有する当社の株式の数には、ワールドグループ役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
　　（１株未満の端数は切り捨てて表示しております。）
８．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取

締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当する
ものを除きます。）等を填補することとしております。なお、保険料は特約部分も含め、会社が全額負担しており、各候
補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役も当該保険の被保険者となる予定であります。また、次回更
新時には同内容での更新を予定しております。

－ 11 －

取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

　本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役３名全員が任期満了となります。つきましては、任意の
指名・報酬委員会の推薦を経て、取締役会の決定に基づき下記の監査等委員である取締役３名の選任をお願い
するものであります。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号 氏　　名 現在の当社における地位及び担当 取締役会

出席状況
監査等委員会
出  席  状  況

1 たか
高

つき
月

てい
禎

いち
一 再 任

取締役
常勤監査等委員

15回／15回
（100％）

16回／16回
（100％）

2 すず
鈴

き
木

しゅう
修

じ
司 再 任 社 外 独 立

取締役
監査等委員

15回／15回
（100％）

16回／16回
（100％）

3 せき
関

 
　

み
美

わ
和 再 任 社 外 独 立

取締役
監査等委員

15回／15回
（100％）

16回／16回
（100％）

－ 12 －

監査等委員である取締役3名選任の件
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　各候補者の略歴等は次のとおりであります。
候補者
番　号

氏　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1

再 任

たか
高

つき
月

てい
禎

いち
一

(1960年８月２日生)

1983年 ４月 旧株式会社ワールド入社
2002年 ７月 同社IR部 部長
2005年 ４月 同社WEL  IR部 部長
2006
2006
2007
2008
2012
2015

年
年
年
年
年
年

１
４
６
４
10
６

月
月
月
月
月
月

同社WEL  事業管理部 部長
当社WEL  事業管理部 部長
当社執行役員 事業管理部 部長
当社執行役員 会計統括部 統括部長
当社執行役員 事業支援本部 本部長
当社常勤監査等委員である取締役（現任）

取締役会及び監査等委員
会への出席状況 取締役会15回／15回（100％）　監査等委員会16回／16回（100％）

所有する当社株式の数 355,482株

監査等委員である取締役
候補者とした理由

高月禎一氏は、当社のIR、事業管理関連業務に従事し、2012年10月か
ら2015年6月まで経理部門を含む事業支援本部の責任者として全社経
営、経理・会計において当社の企業価値向上に貢献してきました。
2015年6月からは当社における豊富な業務経験と経理・会計等に関す
る知見を有していることから監査等委員である取締役に就任してお
り、引き続き監査等委員である取締役として選任をお願いするもので
す。

－ 13 －

監査等委員である取締役3名選任の件
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候補者
番　号

氏　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2

再 任 社 外 独 立

すず
鈴

き
木

しゅう
修

じ
司

(1955年３月22日生)

1987年 ４月 弁護士登録　田堰・市原法律事務所 入所
1992年 ７月 かなえ法律事務所（田堰・市原法律事務所から名称

変更） パートナー
2006

2013

2018

年

年

年

４

４

１

月

月

月

銀座共同法律事務所（かなえ法律事務所を組織変更）
パートナー
銀座共同法律事務所 退所
日比谷Ave.法律事務所パートナー（現任）
当社監査等委員である取締役（現任）

取締役会及び監査等委員
会への出席状況 取締役会15回／15回（100％）　監査等委員会16回／16回（100％）

所有する当社株式の数 1,275株

社外取締役在任期間 3年5ヶ月

監査等委員である社外
取締役候補者とした理由
及び期待される役割

鈴木修司氏は、弁護士として民事紛争手続などに長年携わられた幅広
い経験と企業法務に精通した高度な専門知見を有しておられます。
また、同氏は、2018年１月より監査等委員である社外取締役として当
社経営に関与しておりますが、引き続き当社の経営に参画いただくこ
とで監督・監査を通じた会社の健全で持続的な成長の確保と、業務執
行やコーポレートガバナンスに関する意思決定において適切な提言を
いただくことを期待し、同氏を監査等委員である社外取締役として選
任をお願いするものです。

－ 14 －

監査等委員である取締役3名選任の件
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候補者
番　号

氏　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

3

再 任 社 外 独 立

せき
関

 
　

み
美

わ
和

(1965年２月25日生)

1988年 ４月 株式会社電通入社
1989年 ４月 スミス・バーニー入社
1993年 ９月 モルガン・スタンレー入社
1997年 ２月 クレイ・フィンレイ投資顧問入社
2003年 １月 同社 東京支店長
2015年 ４月 杏林大学外国語学部 准教授 （現任）
2018年 ６月 当社監査等委員である取締役（現任）
2020年 ６月 大和ハウス工業株式会社 社外取締役（現任）

取締役会及び監査等委員
会への出席状況 取締役会15回／15回（100％）　監査等委員会16回／16回（100％）

所有する当社株式の数 2,113株

社外取締役在任期間 3年

監査等委員である社外
取締役候補者とした理由
及び期待される役割

関美和氏は、外資系金融機関でファンドマネジャーや支店長を務めた
経験を持ち、またベビーシッターを組織化する会社を起業した経歴を
有しており、現在は教育者として、また翻訳家として、グローバルな
高いコミュニケーション能力と経営における豊富な経験に基づく高い
見識を有しておられます。また、同氏は、2018年６月より監査等委員
である社外取締役として当社経営に関与しておりますが、引き続き厳
しい投資家目線を有する女性経営者に、当社の経営に参画いただくこ
とが当社にとって有益と考えられ、監督・監査を通じた会社の健全で
持続的な成長の確保と、業務執行やコーポレートガバナンスに関する
意思決定において適切な提言をいただくことを期待し、同氏を監査等
委員である社外取締役として選任をお願いするものです。

－ 15 －

監査等委員である取締役3名選任の件
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（注）１．当社は、2006年４月１日を合併期日として、旧株式会社ハーバーホールディングスアルファを存続会社とし、旧株式会
社ワールドを解散会社とする吸収合併方式により合併いたしました。
合併に伴い、旧株式会社ハーバーホールディングスアルファは、商号を株式会社ワールドに変更しております。
なお、合併期日以降の株式会社ワールドに関する略歴について、「当社」と記載しております。

２．当社は、2017年４月18日付をもって任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役（監査等委員を含む）候補者の原案、取
締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬額に係る事項の審議又は決議を行っております。

３．鈴木修司氏及び関美和氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
４．当社は、高月禎一氏、鈴木修司氏及び関美和氏との間で会社法第427条第１項及び当社定款に基づく責任限定契約を締結

しております。各氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

取締役の責任限定契約
取締役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任を負担する場合において、その職務を行うにつき善意でかつ
重大な過失がないときは、損害賠償責任は、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度とする。

５．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
６．当社は、鈴木修司氏及び関美和氏を独立役員として金融商品取引所に届け出ており、両氏の再任が承認された場合、

　　　　　引き続き独立役員として届け出る予定であります。
７．各候補者の所有する当社の株式の数には、ワールドグループ役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
　　（１株未満の端数は切り捨てて表示しております。）
８．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取

締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当する
ものを除きます。）等を填補することとしております。なお、保険料は特約部分も含め、会社が全額負担しており、各候
補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役も当該保険の被保険者となる予定であります。また、次回更
新時には同内容での更新を予定しております。

－ 16 －

監査等委員である取締役3名選任の件
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第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取
締役１名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

　補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

社 外 独 立

すず
鈴

き
木

まさ
政

ひと
士

(1957年９月９日生)

1980年 ４月 キリンビール株式会社入社
2005年 ４月 同社 酒類営業本部 企画部 担当部長
2006年 ３月 同社 国内酒類カンパニー 企画部 主幹
2007年 ３月 キリンビバレッジ株式会社出向 経理部長
2008年 ３月 同社 執行役員 経営企画部長
2009年 ３月 同社 取締役 経営企画部長
2012年 ３月 キリンホールディングス株式会社 取締役 ＣＦＯ
2013年 １月 キリン株式会社 取締役
2014年 ３月 キリンホールディングス株式会社 常勤監査役

キリン株式会社 監査役
2018年 6 月 株式会社ジャックス 社外取締役 （現任）

株式会社エイジス 社外取締役 （現任）
当社取締役（現任）

所有する当社株式の数 1,275株

社外取締役在任期間 ３年

補欠の監査等委員である
社外取締役候補者とした
理由及び期待される役割

鈴木政士氏は、長年、経理、経営企画に関する業務に携わり、また、取締役経
営企画部長、取締役CFOを歴任された後、常勤監査役も務められたことから、
経理・財務に関する豊富な知見、幅広い経験と、経営における豊富な経験に基
づく高い見識を有しておられます。そのため、万一、当社において監査等委員
である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合は、監査等委員である
取締役に就任いただくことも可能と判断し、また、経理・財務や会社経営に関
する高い知見を活かして当社経営へのアドバイス及び監督をいただき、当社の
企業価値向上に貢献いただくことを期待し、補欠の監査等委員である社外取締
役として選任をお願いするものです。

－ 17 －

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
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（注）１．鈴木政士氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める補欠の社外取締役候補者であります。
　　　２．鈴木政士氏は、本定時株主総会で取締役（監査等委員である者を除く。）の選任が承認された場合は、取締役（監査等委
　　　　　員である者を除く。）に就任する予定ですが、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合には、
　　　　　取締役（監査等委員である者を除く。）を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定です。
　　　３．当社は、鈴木政士氏との間で会社法第427条第１項及び当社定款に基づく責任限定契約を締結しております。
　　　　　本総会において第2号議案が承認され、鈴木政士氏が再任された場合、当該契約を継続する予定でありますが、同氏が
　　　　　監査等委員である取締役に就任した場合も、当該契約を継続する予定であります。

責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
取締役の責任限定契約

取締役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任を負担する場合において、その職務を行うにつき善意でかつ
重大な過失がないときは、損害賠償責任は、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度とする。

４．鈴木政士氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
５．当社は、鈴木政士氏を独立役員として金融商品取引所に届け出ており、鈴木政士氏の再任が承認された場合、引き続き
　　独立役員とする予定ですが、監査等委員である取締役に就任した場合も、引き続き独立役員とする予定です。
６．候補者の所有する当社の株式の数には、ワールドグループ役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
　　（１株未満の端数は切り捨てて表示しております。）
７．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取

締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当する
ものを除きます。）等を填補することとしております。なお、保険料は特約部分も含め、会社が全額負担しており、候補
者が取締役に選任され就任した場合には、当該保険の被保険者となる予定であります。また、次回更新時には同内容での
更新を予定しております。

以 上

－ 18 －
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（ご参考）第２号議案及び第３号議案の候補者の主な経験等

氏　　名
再任
・

新任
在任
期間

社内
・

社外

金融商品
取引所

独立役員
性別 現在の地位等 企業経営

企業戦略
・

産業知見

財務・
会計・
金融

法務・
リスク
管理

デジタル・
イノベー
ション

多様性
国際性

第
２
号
議
案

か み

上
や ま

山
け ん

健
じ

二 再任 6年2ヶ
月 社内 － 男性 代表取締役会長 ○ ○ ○ ○ ○

す ず

鈴
き

木
の ぶ

信
て る

輝 再任 1年 社内 － 男性 代表取締役
社長執行役員 ○ ○ ○ ○ ○

は た

畑
さ き

崎
み つ

充
よ し

義 再任 4年 社内 － 男性 取締役 ○ ○

い ち

一
じょう

條
か ず

和
お

生 再任 3年5ヶ
月 社外 独立 男性 取締役 ○ ○ ○ ○

す ず

鈴
き

木
ま さ

政
ひ と

士 再任 3年 社外 独立 男性 取締役 ○ ○ ○ ○

さ

佐
と う

藤
ひ で

秀
や

哉 再任 2年 社外 独立 男性 取締役 ○ ○ ○ ○

第
３
号
議
案

た か

高
つ き

月
て い

禎
い ち

一 再任 6年 社内 － 男性 取締役
（常勤監査等委員) ○ ○ ○ ○

す ず

鈴
き

木
しゅう

修
じ

司 再任 3年5ヶ
月 社外 独立 男性 取締役

（監査等委員） ○ ○

せ き

関
 

　
み

美
わ

和 再任 3年 社外 独立 女性 取締役
（監査等委員） ○ ○ ○ ○

以上

－ 19 －
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（添付書類）

事　 業　 報　 告
(2020年 4 月 1 日から)2021年 3 月31日まで

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度（2020年４月１日～2021年３月31日）の経営成績は、売上収益が1,803億22百万
円（前年同期比23.7％減）、コア営業損失が64億99百万円（前期はコア営業利益130億65百万円）、
営業損失が216億37百万円（前期は営業利益123億51百万円）、税引前当期損失が225億56百万円（前
期は税引前当期利益114億37百万円）、親会社の所有者に帰属する当期損失は171億49百万円（前期
は親会社の所有者に帰属する当期利益80億80百万円）と、大幅な減収減益となりました。特に、コア
営業利益に対して、営業利益以下の損益段階で損失が拡大し、前年同期に対する減益幅の拡大に加えて、
これは2020年８月５日及び2021年２月３日付で公表した２度の構造改革の実施に伴う一時費用・損失
を138億12百万円計上したことが主因であります。
　売上収益は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う店舗の臨時休業や、外出機会の減少を背景とした外
出着需要の減少により大幅な減収となりました。特に、2020年４月と５月が大変厳しい出足でした。
４月の緊急事態宣言を受け、４月末時点で当社グループ直営店舗の約９割に当たる2,227店舗が臨時休
業となったほか、営業店舗においてもほぼ全店で時間短縮営業となりました。全店舗が営業を再開した
６月の店舗の売上は、外出自粛の反動を受け想定以上のスピードで力強く回復しましたが、７月以降も
感染再拡大を繰り返し、もともと集客力が高かった都心部の駅ビルや百貨店においては、お客様の戻り
が緩慢な状況が続きました。また、コロナ収束の見通しが不透明な中、巣篭り需要の拡大を背景として、
家での過ごし方を充実させる生活雑貨や自社ＥＣサイトの牽引でＥＣ販路の売上成長率が上昇しました
が、在宅勤務の拡がりによるビジネス需要減少への商品対応や、家ナカ需要にマッチした商品構成に大
きく舵を切ることができずに苦戦しました。
　利益面においては、４月の緊急事態宣言時に店舗での販売機会を失った春物商品の在庫消化を推し進
めた結果、春夏シーズンは値引き販売の増加で利益率の大幅な低下を招いたという反省を残しました。
このため、秋冬シーズンにおいては、仕入を前年より約２割抑制し、プロパー中心の販売をすることに
よって、採算の改善に努めましたが、全てを打ち返すには至らず、売上総利益率は前年同期比4.7ポイ
ントの低下となりました。一方、人件費では、雇用調整助成金収入の他、中途採用と賞与引当金の抑制
により軽減しました。さらに、店舗の臨時休業等に伴う家賃・賃借料の減少や、出張やイベントの自粛
など不要不急の支出の徹底した削減に努めましたが、売上総利益の大幅な減少をカバーするには至りま
せんでした。加えて、構造改革に伴うブランドの終息や統廃合及び低収益店の撤退などにより、退店に
伴う損失、ブランド終息にかかるのれんの減損損失や商品廃棄損、また、希望退職者募集の実施による
特別加算金等をその他の費用に計上したことにより、コア営業利益以下において損失を計上しました。

－ 20 －
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　そのような中、ブランド事業では、生活雑貨業態の「ワンズテラス」や「２１２キッチンストア」が
家ナカ需要を的確に捉えて収益を伸ばしたほか、今春新たに立ち上げたブランド「ローラアシュレイ」
が順調な滑り出しを見せました。プラットフォーム事業でも医療用アイソレーションガウンを始め、コ
ロナ禍に伴うニーズを取り込んだ生産プラットフォームが貢献しました。また、デジタル事業において
は、Ｂ２Ｂソリューションにてデジタル・トランスフォーメーションの顧客ニーズを掴み複数の大型案
件を獲得して将来の備えを着々と進め、Ｂ２Ｃネオエコノミーはオフプライスストアのアンドブリッジ
がテスト期間を経て大型店の出店にも挑戦するなど好調なスタートを切り、バッグレンタルのラクサス
もテレビＣＭを展開して会員数を大きく伸ばしています。厳しい業績下でも、こうした弊社グループな
らではの成長の芽が見えた１年でもありました。
　コロナ禍の収束が見通せない現状においては、グループ横断の徹底的なリソースコントロールが不可
欠であり、今期は“ヒトのコントロール”、“モノのコントロール”、“カネのコントロール”のそれぞれに全
社一丸で取り組んでいます。
　さらに当社グループでは、中期的な基本方針として、より多様なファッションの楽しさを、デジタル
技術を活用したプラットフォームやサービスを通じて、ロス・ムダなくお客様に価値を届ける持続可能
な産業世界を追求する「ワールド・ファッション・エコシステム」の実現を目指して、持続可能な社会
に適合したビジネスモデルの開発を推進しています。コロナ禍の環境下においてテクノロジーが日常生
活に一段と浸透するなか、ファッションの新たな事業の開発に向けた投資や活動の手綱は決して緩めて
おりません。

　セグメント別の状況は次のとおりです。

１）ブランド事業
　ブランド事業においては、ブランドポートフォリオ戦略を機動的に修正し、ブランド事業セグメン
ト全体最適の視点で成長性と収益性のバランスを図っています。
　百貨店を中心に展開するミドルアッパーブランドは、ブランドらしさや強みを明確に打ち出し、差
別化された付加価値の高い商品開発に継続して取り組んでいます。ショッピングセンターを中心に展
開するミドルロワーブランドにおいては、近年常態化しつつある値引き販売の風潮の中で、プロパー
中心の企画および販売に注力することで毎月の店頭鮮度を維持し、在庫効率をより高めることに取り
組んでいます。また、ライフスタイルブランドは季節ごとのモチベーションを生活雑貨で提案し、お
客様の支持拡大に努めています。

　一方、投資グループにおいては、プラットフォームやシステムの導入によるシナジー効果の追求を
テーマに掲げ、開発・改革ブランドが引き続き構造改革や成長戦略の推進に取り組み、また、Ｍ＆Ａ
ブランドでは「靴」のバリューチェーンの大半を自社でカバーする神戸レザークロス㈱や質の高い革
小物を提供する㈱ヒロフが前期連結加入となったことで、グループ全体の事業ポートフォリオの拡充
が順調に進んでいます。

－ 21 －
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　そうしたなか、当連結会計年度におきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、４月から
５月を中心に多くの店舗が館の一時休業に伴う営業停止を余儀なくされたことに加え、店舗が再オー
プンした６月以降においても外出着に代表されるアパレルファッション消費の戻りは引き続き緩慢な
状況です。
　アパレル業態では主に近隣型ショッピングセンターに展開している「シューラルー」において売上
回復が見られるものの、これまでハイ・トラフィックな立地であった都心百貨店や駅・ターミナル周
辺を中心として集客力の回復に苦戦しています。このため、主力アパレル業態で構造改革の断行や経
営資源の見直しによる「選択と集中」を推進しております。
　一方でコロナ禍での家の過ごし方を充実させる生活雑貨業態の健闘が光り、バラエティに富んだ生
活雑貨を取り扱う「ワンズテラス」や、内食需要をうまく取り込んだ「212キッチンストア」が休業
期間を除くと前年同期を大きく上回る売上水準で推移しました。ブランド事業では、この生活雑貨業
態を成長分野と位置付けて、投資を強化しております。

２）デジタル事業
　デジタル事業については、「Ｂ２Ｂソリューション」と「Ｂ２Ｃネオエコノミー」から成り立って
おり、デジタル技術を梃子にしたトランスフォーメーションの牽引役として、当社グループにおける
重点投資の領域と位置付けております。
　Ｂ２Ｂソリューションにおいては、Ｅコマースの運営受託とデジタルソリューションを行っており
ます。
　Ｅコマースの運営受託では、自社ブランドを販売する直営ファッション通販サイト「ワールドオン
ラインストア」の運営を受託しており、ブランド事業の直営店舗との相互送客（Ｏ２Ｏ）強化に取り
組んでいます。また、デジタルソリューションでは、自社の物流コスト抑制の取組みや基幹システム
の刷新に限らず、他社に向けた基幹システムやＣＲＭ（顧客管理）システム等の新たなソリューショ
ンの提供などの業容拡大にも注力しております。
　Ｂ２Ｃネオエコノミーにおいては、「シェアリング」や「カスタマイズ」といったキーワードで新
規の事業開発へ本格的に取り組んでおります。
　前期にグループ連結加入したオンラインカスタムシャツブランド「オリジナルスティッチ」を運営
する米国・Original Inc.は、キャラクターを活用したＩＰ（知的財産）ビジネス強化、海外展開地域
の拡大といった価値創造の活動を本格化しております。また、ブランドバッグに特化したサブスクリ
プション型レンタルサービスを営み、シェアリングエコノミーの浸透を牽引するラクサス・テクノロ
ジーズ㈱も、前期のグループ連結加入後、ＴＶＣＭも巧みに活用しながら会員数を増加させています。

－ 22 －
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　デジタル事業の経営成績については、Ｂ２Ｂソリューションにおいて、新型コロナウイルスの影響
で店舗販路の集客力が戻らないなか、Ｅコマース販路へより多くの商材を振り向け、集客効果を狙っ
た販売促進策を進めた結果、Ｅコマース売上はその成長力を一段とスピードアップしました。ただ、
販売促進費を積極投下したことや主に物流費の増加に伴う変動費率の上昇もあり、もう一段の経費コ
ントロールによる収益性の向上が今後の課題となりました。
　一方で、Ｂ２Ｃネオエコノミーでは、ユーズドセレクトショップ「ラグタグ」を営む㈱ティンパン
アレイにおいて、海外からのインバウンド減少などで都市基幹店を中心に店頭の客数減を受けたほか、
Ｅコマース販路でも基幹システム切り替えで一定期間に亘って売上収益を落としたことが響きました。
また、ラクサスのＴＶＣＭ費用に代表されるとおり、将来成長に向けた投資負担が先行している点も
収益を圧迫しております。

３）プラットフォーム事業
　プラットフォーム事業においては、ワールドグループが培ってきた様々なノウハウと仕組みを活用
したプラットフォームの外部企業へのオープン化を推進し、業界の枠組みを超えた新たな事業領域の
拡大に取り組んでいます。
　生産プラットフォームの㈱ワールドプロダクションパートナーズは、自ら商社機能を発揮して直接
貿易に取り組み、製造子会社群の生産性改善を指導・支援するほか、他社アパレルの商品開発及び製
造（ＯＥＭ・ＯＤＭ事業）も強化しております。
　また、販売プラットフォームの㈱ワールドストアパートナーズは、全国を網羅する支店及び営業所
できめ細やかな販売支援体制を整えており、最近では他業種小売業の運営受託案件も拡大しておりま
す。
　ライフスタイルプラットフォーム（空間創造）の㈱ワールドスペースソリューションズは、引き続
きアパレル以外の業界にも営業活動を広げて、什器・家具の製造販売、空間・店舗デザインの提供を
着実に拡大しております。
　プラットフォーム事業の経営成績においては、生産プラットフォームではコロナ禍でアパレル生産
が落ち込む中、様々な免疫備品の全国的な需要拡大に対応しつつ、国内自社工場のクオリティの高い
生産背景を活かして、アイソレーションガウンの生産を開始した結果、受注・生産拡大によって商社
と工場の両方で収益性が大きく改善しました。
　また、販売プラットフォームでは、アウトレット店舗事業やアトリエセール等の催事における集客
の大幅な減少や、店舗人員の配置見直しによって収入が減少したものの、雇用調整助成金収入による
人件費負担の軽減などが収益を下支えしました。
　ライフスタイルプラットフォーム（空間創造）においては、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う
第１四半期における営業活動の大幅な縮小による受注減に加えて、その後も顧客であるホテルや飲食、
アパレルなどの開業・改装案件の中止や延期が相次いだ影響を受けたものの、経費コントロールの徹
底に加えて、小規模案件やグループ案件のきめ細かな受注で打撃を最小限に食い止めるよう努めまし
た。

－ 23 －

(1）当事業年度の事業の状況
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４）共通部門
　事業セグメントに属さない共通部門においては、子会社からの配当や経営指導料等を収入として計
上する一方、それでホールディングスのコーポレートスタッフ等の費用を賄うことを基本的な収益構
造としておりますが、子会社からの配当は予めセグメント利益から除いております。
　共通部門は、「グループ企画本部」、「グループ支援本部」に加えて、グループの商品鮮度向上と
ソフト開発を推進する「クリエイティブ・マネジメント・センター」、グループブランディングを推
進する「グループコミュニケーション推進室」や各事業のノウハウ・仕組みを横断的に外部企業への
オープン化に向けて推進する「プラットフォーム事業推進室」などで成り立っています。
　ホールディングスは重点分野への集中投資という自らの役割を果たすため、子会社からホールディ
ングスのスタッフ等の実費を上回る経営指導料等で回収することを原則としております。

（企業集団のセグメント別売上高の状況）
（単位：百万円）

報 告 セ グ メ ン ト
調 整 額
（注２） 合 計ブランド

事 業
デジタル
事 業

プラット
フォーム
事 業

共通部門 計

売上収益

外部収益 158,042 9,474 12,711 95 180,322 － 180,322

セグメント間収益 3,146 16,845 75,845 7,019 102,855 △102,855 －

計 161,188 26,319 88,556 7,114 283,177 △102,855 180,322
（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．調整額は、主にセグメント間取引消去等であります。

－ 24 －

(1）当事業年度の事業の状況
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②　設備投資の状況
　当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は、101億85百万円であります。
　その主なものは、出店・改装に伴う店舗設備やブランドの価値向上を目的としてブランド事業へ38億67
百万円を投資したほか、ＥＣサイト運営を中心としたデジタルソリューション事業への強化やファッショ
ン産業におけるＢ２Ｃ事業等次世代型のサービス開発の推進のため、デジタル事業へ59億89百万円の投
資を実施いたしました。

③　資金調達の状況
　当連結会計年度において、永久劣後特約付ローン（以下、本劣後ローン）による150億円の資金調達を
行いました。
　本劣後ローンの目的は、ワールド・ファッション・エコシステム構築に向けたトランスフォーメーショ
ン（変革）を持続的に進めるため、それを支える財務基盤を常に健全な状態へアップデートすることで、
中期経営戦略を迅速且つ着実に推進できるようにすることです。
　本劣後ローンは、元本の弁済期日の定めがなく利息の任意繰延が可能なことなどから、国際会計基準
（IFRS）における「資本性金融商品」に分類され、本劣後ローンによる調達額は、当社連結計算書類上、
「資本」に計上されることになります。

－ 25 －

②設備投資の状況、③資金調達の状況
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⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況
①　企業集団の営業成績及び財産の状況の推移

区　　分

ＩＦＲＳ
第60期

自　2017年４月 1 日
至　2018年３月31日

第61期

自　2018年４月 1 日
至　2019年３月31日

第62期

自　2019年４月 1 日
至　2020年３月31日

第63期
(当連結会計年度)
自　2020年４月 1 日
至　2021年３月31日

売 上 収 益 (百万円) 245,829 249,861 236,265 180,322
営 業 利 益
（ △ は 損 失 ） (百万円) 13,225 14,827 12,351 △21,637
当 期 利 益
（ △ は 損 失 ）
(親会社の所有者に帰属)

(百万円) 6,743 9,200 8,080 △17,149

１株当たり当期利益
（ △ は 損 失 ）
(親会社の所有者に帰属)

(円) 74.75 354.70 242.53 △511.08

希薄化後１株当たり
当 期 利 益
（ △ は 損 失 ）
(親会社の所有者に帰属)

(円) － － 239.57 △511.08

資 産 合 計 (百万円) 202,938 213,546 261,996 245,386

親会社の所有者に
帰 属 す る 持 分 (百万円) 26,995 77,015 81,515 78,435

（注）１．　会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準（ＩＦＲＳ）に準拠して連結計算書類を作成しております。
２．　第60期及び第61期の希薄化後１株当たり当期利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当連

結会計年度においては、新株予約権の行使が１株当たり当期損失を減少させるため、潜在株式は希薄化効果を有してお
りません。

３．　第61期の１株当たり当期利益（親会社の所有者に帰属）については、2018年７月12日付で普通株式５株につき１株の
割合で株式併合を行っておりますが、第61期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算定しております。

４．　当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度に係る各数値につい
ては、暫定的な会計処理の確定の内容を反映しております。

５．　基本的１株当たり当期利益は、親会社の普通株主に帰属しない金額（その他の資本性金融商品の所有者に帰属する金
額）を考慮しております。

－ 26 －

(2）直前３事業年度の財産及び損益の状況
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②　当社の営業成績及び財産の状況の推移

区　　分

日本基準
第60期

自　2017年４月 1 日
至　2018年３月31日

第61期

自　2018年４月 1 日
至　2019年３月31日

第62期

自　2019年４月 1 日
至　2020年３月31日

第63期
（当事業年度）

自　2020年４月 1 日
至　2021年３月31日

売 上 高 (百万円) 24,833 26,210 26,452 24,162

営 業 利 益 (百万円) 6,070 7,197 6,323 651
当 期 純 利 益
（ △ は 損 失 ） (百万円) 7,179 5,801 542 △17,956
１ 株 当 た り
当 期 純 利 益
（ △ は 損 失 ）

(円) 72.38 223.64 16.27 △535.10

希薄化後１株当たり
当 期 純 利 益
（ △ は 損 失 ）

(円) － － 16.07 △535.10

総 資 産 (百万円) 114,425 130,645 131,224 132,066

純 資 産 (百万円) 19,381 45,953 43,977 25,328
（注）１．　第61期の１株当たり当期純利益については、2018年７月12日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行って

おりますが、第61期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算定しております。
２．　第60期及び第61期の希薄化後１株当たり当期利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当連

結会計年度においては、新株予約権の行使が１株当たり当期損失を減少させるため、潜在株式は希薄化効果を有してお
りません。

－ 27 －

(2）直前３事業年度の財産及び損益の状況
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⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　子会社の状況
　重要な子会社等は次のとおりであります。

会 社 名 資 本 金 出資比率 主 要 な 事 業 内 容

㈱フィールズインターナショナル 30百万円 100.0％ 衣料品等の企画及び販売

㈱エクスプローラーズトーキョー 30百万円 100.0％ 衣料品等の企画及び販売

㈱スタイルフォース 30百万円 100.0％ 衣料品等の企画及び販売

㈱アルカスインターナショナル 30百万円 100.0％ 衣料品等の企画及び販売

㈱インターキューブ 50百万円 100.0％ 衣料品等の企画及び販売

㈱アスプルンド 90百万円 100.0％ 家具、雑貨等の企画、輸入、販売

㈱ワンズテラス 90百万円 100.0％ 生活雑貨等の企画及び販売

㈱ファッションクロス 50百万円 100.0％ 生活雑貨等の企画及び販売
㈱ ワ ー ル ド プ ロ ダ ク シ ョ ン
パ ー ト ナ ー ズ 20百万円 100.0％ 衣料品・服飾雑貨の生産管理及び貿易業

務
㈱ワールドストアパートナーズ 30百万円 100.0％ 婦人及び紳士衣料品等の販売代行

－ 28 －

(3）重要な親会社及び子会社の状況
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⑷　対処すべき課題
　当社グループを取り巻く経営環境は、人口減少や少子高齢化の進行にともなう数量減少に加えて、国内
アパレル市場も成熟化して単価下落が進む一方、海外生産地での加工賃上昇や為替変動による仕入価格の
上昇のほか、人手不足による人件費や物流費といった経費増加も生じるなど、引き続き厳しい状況が続く
ことが予想されます。また、デジタル化の伸展を背景として消費者の購買行動は急速に変化しており、新
たなビジネスチャンスが生まれているものの、新規参入企業の誘発などを通じて異業種や外資系も巻き込
んだ競争激化が継続しております。加えて新型コロナウイルスの感染拡大については、地球規模で極めて
甚大な影響を及ぼしており、当社における当連結会計年度の業績については大幅な減収減益となりました。
　こうした大きな変化の中で、事業収益力の向上、財務体質の改善、人材等のリソースの確保といった課
題認識はもとより、時代に必要とされる企業であるために、経営の中心にＥＳＧをこれまで以上に基本指
針として組み込んでいくことが必要であると認識しております。環境面においては、テクノロジーを駆使
した“ムダなモノを作らない“ビジネスモデルの事業化を、社会面においては、社会が必要とするものを、
一時的な取り組みではなく持続的な活動としてプラットフォームで提供し展開していくことが肝要と考え
ております。そしてガバナンス面においては、既に過半数を占める社外取締役を含め、役員の健全な新陳
代謝を進展し、グループの経営力のさらなる向上に取り組んでまいります。

－ 29 －

(4）対処すべき課題
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⑸　主要な事業内容
　当社グループは、当社、子会社48社及び持分法適用関連会社５社より構成されております。
　当社グループの事業内容は、国内外にて婦人、紳士及び子供衣料品並びに服飾雑貨の販売を営むブラン
ド事業、ファッションに特化したＥＣモール運営や情報・物流システムの業務受託等のデジタルソリュー
ションの提案、デジタル軸での新たなサービスの開発・展開を担うデジタル事業、衣料品並びに服飾雑貨
等の生産・調達・貿易や什器製造販売を通じた空間創造支援等のプラットフォーム事業を営んでおります。
　以上の概要を図示すると次のとおりであります。

事業持株会社

《デジタル事業》《共通部門》 ㈱ワールド

経営管理
経営
指導料

《
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
》

経営管理
経営
指導料

《
ブ
ラ
ン
ド
事
業
》

経営管理
経営
指導料

《
デ
ジ
タ
ル
事
業
》

消
　
費
　
者
　
・
　
法
　
人

商品の
供給

サービス、
役務の提供

商品の
供給

ＥＣサイト
の運営

商品の
販売

ＥＣサイト
の運営

商品の供給、販売

サービス、役務の提供
商品の販売

投資

投　資　先

－ 30 －

(5）主要な事業内容
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⑹　主要な営業所及び工場（2021年３月31日現在）
①　当社

名 称 所 在 地

本 社 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区

東 京 支 店 東 京 都 港 区

②　子会社等
会 社 名 所 在 地

㈱フィールズインターナショナル 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区

㈱エクスプローラーズトーキョー 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区

㈱スタイルフォース 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区

㈱アルカスインターナショナル 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区

㈱インターキューブ 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区

㈱アスプルンド 東 京 都 港 区

㈱ワンズテラス 東 京 都 港 区

㈱ファッションクロス 東 京 都 港 区
㈱ ワ ー ル ド プ ロ ダ ク シ ョ ン
パ ー ト ナ ー ズ 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区

㈱ワールドストアパートナーズ 東 京 都 港 区

－ 31 －

(6）主要な営業所及び工場



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

事
業
報
告

2021/05/25 20:04:24 / 20703238_株式会社ワールド_招集通知（Ｃ）

⑺　従業員の状況（2021年３月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

事　業　セ　グ　メ　ン　ト 従　業　員　数 前連結会計年度末比増減

ブ ラ ン ド 事 業 1,610名 △312名

デ ジ タ ル 事 業 368名 △17名

プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 事 業 7,418名 △303名

共 通 部 門 250名 △17名

合 計 9,646名 △649名
（注）従業員数には、他社への出向者13名を含んでおります。

②　当社の従業員の状況
従　業　員　数 前事業年度末比増減 平　均　年　齢 平均勤続年数

314名 △24名 43.6歳 18.5年
（注）従業員数には、他社への出向者124名を含んでおります。

－ 32 －

(7）使用人の状況
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⑻　主要な借入先及び借入額（2021年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

㈱ 三 井 住 友 銀 行 20,769百万円

㈱ 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 19,522百万円

㈱ み ず ほ 銀 行 12,604百万円

三 井 住 友 信 託 銀 行 ㈱ 4,310百万円

㈱ 新 生 銀 行 4,200百万円

㈱ り そ な 銀 行 3,330百万円

㈱ 横 浜 銀 行 2,240百万円

－ 33 －

(8）主要な借入先及び借入額
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２．会社の現況
⑴　株式の状況（2021年３月31日現在）

①　会社が発行する株式の総数、発行済株式の総数及び株主数

区 分 発行可能株式総数 発行済株式の総数 株 主 数

普通株式 137,500,000株 33,684,071株 20,683名
（注）

（注）自己株式706,894株を除く。

②　大株主

株 主 名
当社への出資状況

持　株　数 持株比率
（注）

寺　井　　秀　藏 2,338,554株 6.9％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,938,500株 5.8％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,133,300株 3.4％

合同会社エイ・ティ興産 1,000,000株 3.0％

合同会社ケイ・エム興産 1,000,000株 3.0％

合同会社ワイ・アール興産 1,000,000株 3.0％

小　泉　　敬　三 981,974株 2.9％

S&Hカンパニー合同会社 873,374株 2.6％

畑　崎　　重　雄 873,373株 2.6％

株式会社日本カストディ銀行（信託口９） 863,600株 2.6％
（注）持株比率は、自己株式706,894株を控除して計算しております。
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③　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

区分 株　式　数 交付対象者数

取締役（監査等委員及び社外取締役を除く） 19,500株 3名

取締役（監査等委員） －株 －名

社外取締役（監査等委員を除く） －株 －名
（注）１．当社の株式報酬の内容につきましては、「２．会社の現況　(3)　会社役員に関する事項　⑤　取締役の報酬等の額」に

記載しております。
２．上記は、退任した会社役員に対して交付された株式も含めて記載しております。
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⑵　新株予約権等に関する事項
①　当事年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

第２回新株予約権

発行決議日 2017年６月12日

新株予約権の数　（注）１ 61,916個
新株予約権の目的となる株式の
種類と数　（注）３

　普通株式
（新株予約権１個につき

123,832株
２株）

新株予約権の払込金額 　新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

　新株予約権１個当たり
（１株当たり

300円
150円）

権利行使期間 2020年７月１日から
2022年６月30日まで

行使の条件 （注）４

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役

( 監査等委員
を除く )

取 締 役

( 社外取締役
を 除 く)

新株予約権の数 6,250個

目的となる株式数 12,500株

保有者数 １人

社 外
取 締 役

新株予約権の数 －個

目的となる株式数 －株

保有者数 －人

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）

新株予約権の数 －個

目的となる株式数 －株

保有者数 －人
（注）１．①　本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には次の算

式により目的となる株式の数を調整するものとする（以下、本項により調整された後の付与株式数を「調整後付与株式
数」、調整される前の付与株式数を「調整前付与株式数」という。）。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、
当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端
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数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　分割、株式無償割当てまたは併合の比率

　上記算式において、「株式無償割当ての比率」とは、調整後付与株式数が適用される日における当社の発行済株式総
数（ただし、当社が保有する自己株式の数を控除した数をいう。以下本①において同じ。）を、調整後付与株式数が適
用される前の日における当社の発行済株式総数で除した割合をいうものとする。
　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合
は、その効力発生日（基準日を定めたときは、その基準日の翌日）以降、これを適用する。

②　上記のほか、本新株予約権の割当日後、付与株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株
式の数の調整を行うことができるものとする。

２．本新株予約権の割当日後に次の各号に定める事由が生じた場合には、それぞれ次に定めるところに従い行使価額をそれぞ
れ調整し（以下、本項により調整された後の行使価額を「調整後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整前行使価
額」という。）、適用時期についても、それぞれ次に定めるところに従うものとする。
①（ｉ）当社が、当社普通株式の株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調

整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × １
分割、株式無償割当てまたは併合の比率

　上記算式において、「株式無償割当ての比率」とは、上記１①に定めるものをいう。
（ⅱ）調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場

合は、その効力発生日（基準日を定めたときは、その基準日の翌日）以降、これを適用する。
②（ｉ）当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行、または自己株式の処分を行う場合（ただし、会社

法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく株式の売渡し、当社普通株式の交付と
引換えに当社に取得され、もしくは当社に対して取得を請求できる証券、または当社普通株式の交付を請求でき
る新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券または権利の取得、転換または行使に
よる場合、並びに合併、株式交換、株式移転及び会社分割に伴って交付される場合を除く。）は、次の算式によ
り行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数×１株当たり払込金額
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × １株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、調整後行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済株式総
数から同日における当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行
株式数」を「処分株式数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に読み替えるものとする。ま
た、上記算式において「１株当たりの時価」とは、当社取締役会が別途定める金額とする。

（ⅱ）当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合には、調整後行使価額は、
払込期日（募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。）の翌日以降、募集
または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

③　上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるもの
とする。

３．①　本新株予約権の割当てを受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、割当日以降、2020年３月31日までの
間、継続して当社または当社子会社の取締役、執行役員または従業員、ならびに、ワールド健康保険組合の役職員であ
ることを要する。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。

②　本新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できない。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りで
はない。
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③　本新株予約権者は、2018年３月期から2020年３月期までの各期末における売上総利益から販売費及び一般管理費を
控除した金額（以下「コア営業利益」という）の累積額が下記に掲げる条件を達成した場合にのみ、各本新株予約権者
に割り当てられた本新株予約権の総数に対して、それぞれ下記に定められた割合（以下「行使可能割合」という。）を
乗じて算出される個数の本新株予約権を上限として、行使することができる。なお、行使可能割合を乗じて算出される
個数に１個未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。

2018年３月期から2020年３月期までのコア営業利益の累積額
⒜　390億円を超過し、430億円以下の場合 行使可能割合：40％
⒝　430億円を超過し、460億円以下の場合 行使可能割合：60％
⒞　460億円を超過し、490億円以下の場合 行使可能割合：80％
⒟　490億円を超過した場合 行使可能割合：100％

④　上記③の規定にかかわらず、2018年３月期から2020年３月期までのいずれかの期のコア営業利益が130億円を下回
った場合、または、2018年３月期から2020年３月期までのいずれかの期の親会社の所有者に帰属する当期利益が60
億円を下回った場合には、本新株予約権を一切行使することができない。

⑤　コア営業利益及び親会社の所有者に帰属する当期利益の金額については、当社の有価証券報告書に記載された同期の
連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき、売上総利益、販売費もしくは一
般管理費または当期利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内で、別途参照すべき適正な指
標を当社取締役会にて定めることができるものとする。

⑥　その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「第２回新株予約権割当契約書」に定めるところ
による。

４．譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
５．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割または新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場

合に限る。）、株式交換または株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織
再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権（以下「残存
新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに
掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。こ
の場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の
条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計
画、株式交換契約または株式移転計画が当社株主総会において承認された場合に限るものとする。
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

　残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２に準じて決定するものとする。
④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２に準
じて定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的であ
る再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間
　新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権
を行使することができる期間の満了日までとする。
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⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じた１円未満の端数は、これを切り上げる。本新株
予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する
資本金の額を減じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑧　その他新株予約権の行使の条件
　上記３に準じて決定するものとする。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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⑶　会社役員の状況
①　取締役（2021年３月31日現在）

氏 名 地 位 及 び 担 当 重要な兼職の状況 当社と兼職先との関係

上 山 　 健 二 代 表 取 締 役 会 長 ㈱ナルミヤ・インターナショナル
取締役

鈴 木 　 信 輝 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員

畑 崎 　 充 義 取 締 役

一 條 　 和 生 取 締 役

㈱シマノ 社外取締役
㈱電通国際情報サービス 社外取
締役
ぴあ㈱ 社外取締役
一橋大学大学院経営管理研究科国
際企業戦略専攻 専攻長教授

特別な関係はありませ
ん

鈴 木 　 政 士 取 締 役 ㈱ジャックス 社外取締役
㈱エイジス 社外取締役

特別な関係はありませ
ん

佐 藤 　 秀 哉 取 締 役

㈱テラスカイ 代表取締役社長
TerraSky Inc. CEO
㈱スカイ365 取締役
㈱テラスカイベンチャーズ 取締
役
TerraSky (Thailand) Co., Ltd. 
取締役
㈱CUON 取締役
㈱リベルスカイ 取締役
アイフォーカス・ネットワーク㈱ 
取締役
株式会社Quemix 取締役
㈱テラスカイ・テクノロジーズ 取
締役

特別な関係はありませ
ん
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氏 名 地 位 及 び 担 当 重要な兼職の状況 当社と兼職先との関係

高 月 　 禎 一 取 締 役
（ 常 勤 監 査 等 委 員 ）

鈴 木 　 修 司 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

日比谷Ａｖｅ.法律事務所 代表パ
ートナー

特別な関係はありませ
ん

関 　 　 美 和 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

杏林大学外国語学部 准教授
大和ハウス工業㈱ 社外取締役

特別な関係はありませ
ん

（注）１．取締役　一條和生、取締役　鈴木政士、取締役　佐藤秀哉、取締役（監査等委員）鈴木修司、及び取締役（監査等委員）
関美和は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．当社は取締役　一條和生、取締役　鈴木政士、取締役　佐藤秀哉、取締役（監査等委員）鈴木修司、及び取締役（監査等
委員）関美和を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

３．取締役（監査等委員）高月禎一は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以
外の重要な会議等における情報共有や、内部監査部門等との十分な連携により、監査等委員会の監査・監督機能を強化す
るためであります。

４．取締役（監査等委員）鈴木修司は、弁護士として企業法務に精通しており、コーポレートガバナンス、コンプライアンス
に関する相当程度の知見を有するものであります。

５．取締役（監査等委員）関美和は、金融の専門家、並びに経営者として豊富な経験があり、財務及び会計に関する相当程度
の知見を有するものであります。

６．当社は会社法第423条第１項の責任を負担する場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき
は、損害賠償責任は、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度とする責任限定契約を取締役（監査等委員） 高月禎
一と締結しております。

②　事業年度中に退任した会社役員

氏名 退 任 日 退任事由 退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況

寺 井 　 秀 藏 2020年６月23日 任期満了 代表取締役会長

　なお、寺井　秀藏氏は、当社における豊富な業務経験と、当社の経営全般に関する知見を有しておりま
した。

③　責任限定契約に関する事項
責任限定契約の内容の概要
　当社は、取締役（業務執行取締役等である者を除く）の責任限定契約に関する規定を定款に設けており
ます。当該定款に基づき、当社が取締役一條和生、取締役鈴木政士、取締役佐藤秀哉、取締役（監査等委
員）鈴木修司及び取締役（監査等委員）関美和と締結した責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであ
ります。

　取締役（業務執行取締役等である者を除く）は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任を負担す
る場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、損害賠償責任は、会社法第
425条第１項の最低責任限度額を限度とする。
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④　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結してお
り、これにより、取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約
上で定められた免責事由に該当するものを除きます。）等を填補することとしております。
　なお、当該保険契約の被保険者は、当社、国内連結子会社、海外子会社及び当社の実質的支配下にある
持分法適用会社、当社及び国内連結子会社の取締役（監査等委員含む）、監査役及び執行役員等の管理監
督の立場にある従業員、海外子会社及び持分法適用会社の取締役及び監査役のうち当社からの出向者であ
る者、並びに海外子会社及び当社の実質的な支配下にある持分法適用会社における執行役員等の管理監督
の立場にある従業員であり、保険料は特約部分も含め会社が全額負担しております。

⑤　取締役の報酬等の内容に係る決定方針
　　当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針について、委員の過半数が社外取締役で構成
　される任意の指名・報酬委員会の承認を経たうえで、取締役会において決議しております。なお、取締役
　の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、任意の指名・報酬委員会において、決定方針との整合性を
　含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその審議内容を尊重し、決定方針に沿うもの
　であると判断しております。

イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　取締役の報酬等は、取締役（監査等委員である者を除く。）と監査等委員である取締役を区分し
て、株主総会において定められた報酬総額の範囲内において各取締役に配分するものとし、その配分
は、委員の過半数が社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員会の承認を経たうえで、取締役会
において決議しております。
　報酬等の種類については、基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬（譲渡制限付株式）の３種類の組
合せとしております。ただし、監査等委員及び社外取締役については、その役割の性質上、利益向上
そのものを目標としないことに照らして、基本報酬のみとし、業績連動報酬及び株式報酬は支給しな
い方針としております。
　基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬の内容は、全て任意の指名・報酬委員会にて承認され、かつ
これらの報酬の割合（構成比率）についても、任意の指名・報酬委員会で承認を経て、取締役会にて
決議されております。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

ａ．基本報酬に関する方針
　確定額報酬等については、基本報酬として職位に応じて定めた額を毎月支給しております。

ｂ．業績連動報酬等に関する方針
　業績連動報酬等については、職位に応じて定めた業績連動報酬の標準値の額に連結コア営業利
益ならびに連結当期利益の計画達成度の指標に従って係数をかけ、翌年６月に支給しておりま
す。
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ｃ．非金銭報酬等に関する方針
　非金銭報酬等（株式報酬・ストックオプション）については、職位に応じて定めた額の株式報
酬を各事業年度の一定の時期に支給しております。株式報酬は譲渡制限付株式（RS）としてお
り、１年間の任期を全うすることを条件に3年間の譲渡制限期間が満了した時点で譲渡制限が解
除されます。

ｄ．報酬等の割合に関する方針
　基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬の内容は、全て任意の指名・報酬委員会にて承認され、
かつこれらの報酬の割合（構成比率）についても、下表を基本方針として、任意の指名・報酬委
員会で承認を経て、取締役会にて決議されております。

区　　分
基本方針

基本報酬 業績連動
報酬等 株式報酬

取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。） 66.77％ 14.24％ 18.99％

取締役（監査等委員）（社外取締役を除く。） 100％ 0％ 0％

社外役員 100％ 0％ 0％
（注）第64期は、第63期に新型コロナウイルスの影響を受けて構造改革を実施したことに伴い、その経営責任を明確化するために

業績連動報酬の支給を予定しておりません。
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ロ．当事業年度に係る報酬等の総額等

区　　分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬 業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取　締　役
（うち社外取締役）

175
(25)

112
(25)

－
(－)

63
(－)

7名
(3名)

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

39
(17)

39
(17)

－
(－)

－
(－)

3名
(2名)

合　　　計
（うち社外役員）

214
(42)

151
(42)

－
(－)

－
(－)

10名
(5名)

（注）１．上表には、2020年６月23日開催の第62回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名を含んでおります。
２．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．取締役（監査等委員である者を除く。）の金銭報酬限度額は、2015年６月９日開催の定時株主総会で決議された年額400

百万円（内、社外取締役は30百万円）であります。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である者を除く。）
の員数は５名（うち、社外取締役は２名）です。また、取締役（監査等委員である者を除く。）への賞与は、前記報酬限
度額（年額400百万円）の範囲内で支給することとされております。

４．監査等委員である取締役の金銭報酬限度額は、2015年６月９日開催の定時株主総会で決議された年額80百万円でありま
す。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は３名です。

５．取締役（社外取締役及び監査等委員である者を除く。）に対しては、2018年６月15日開催の定時株主総会で、上記年額
（400百万円）の範囲内で、譲渡制限付株式の付与のための報酬額（年額40百万円以内）及び内容を決議しております。
当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役及び監査等委員である者を除く。）の員数は３名です。

６．当社は、取締役（社外取締役及び監査等委員である者を除く。）に対して株式報酬を交付しております。当該株式報酬の
内容につきましては、「イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等 c.非金銭報酬等に関する方針」に記載のとおりで
す。また、株式報酬の交付状況は、「２．会社の現況 （１）株式の状況 ③当事業年度中に職務執行の対価として当社役
員に対して交付した株式の状況」に記載のとおりです。

７．2021年2月15日開催の取締役会における取締役の報酬等の内容に係る決定方針の決議前においては、任意の指名・報酬
委員会の審議を経て、取締役会から代表取締役会長上山健二氏に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任して
おります。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の任務について評価を行うには代表取
締役会長が適しているからであります。当該権限が適切に行使されるよう、同氏は任意の指名・報酬委員会での審議結果
を尊重して決定を行っております。なお、2021年2月15日以降は、透明性・客観性をより確保するため、上記決定方針
に従い、取締役会にて取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を行っております。

ハ．当事業年度において支払った役員退職慰労金
　該当事項はありません。

⑷　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　「(3)　会社役員の状況　①　取締役」に記載の通り、社外取締役が兼務する他の法人等との特別な
関係はありません。
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ロ．当事業年度における主な活動状況

区分 氏 名 主な活動出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 一 條 　 和 生

当事業年度に開催された取締役会15回のうち全てに出席いたしまし
た。主に、国際企業戦略及び知識創造理論に基づいた企業変革に関
する極めて高度な専門知識・経験に基づき、取締役会では当該視点
から積極的に意見を述べており、特に企業戦略についての専門的な
立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確
保するための適切な役割を果たしております。

取 締 役 鈴 木 　 政 士

当事業年度に開催された取締役会15回のうち全てに出席いたしま
した。主に、組織や経営管理に関する経営における豊富な経験に基
づく高い見識から、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べ
ており、特に経営管理についての専門的な立場から監督、助言等を
行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割
を果たしております。

取 締 役 佐 藤 　 秀 哉

当事業年度に開催された取締役会15回のうち全てに出席いたしま
した。主に、デジタルトランスフォーメーションについての高い見
識や経営全般についての豊富な経験に基づき、取締役会では当該視
点から積極的に意見を述べており、特に、当社のデジタル事業にお
ける事業の拡大に向けて、専門的な立場から監督、助言等を行うな
ど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果た
しております。

取 締 役
（監査等委員） 鈴 木 　 修 司

当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回に、また、監査
等委員会16回のうち16回に出席いたしました。
弁護士として民事紛争手続などに長年携わられた幅広い経験と企
業法務に精通した高度な専門知見に基づき、意思決定の妥当性・適
正性を確保するための適切な役割を果たしております。
また監査等委員会において、当社のコンプライアンス体制等に対し
て、適宜、必要な発言を行っております。

取 締 役
（監査等委員） 関 　 　 美 和

当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回に、また、監査等
委員会16回のうち16回に出席いたしました。
グローバルな高いコミュニケーション能力と経営における豊富な経
験に基づき、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役
割を果たしております。
また監査等委員会において、当社のコンプライアンス体制等に対し
て、適宜、必要な発言を行っております。
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⑷　会計監査人に関する事項
①　会計監査人の名称

　ＰｗＣあらた有限責任監査法人

②　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
金　　額

① 当事業年度に係る報酬等の額 47百万円

② 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき報酬等の額 52百万円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分

しておらず、実質的にも区分できませんので、①の金額にはこれらの合計額を記載しております。
尚、当社の子会社のうち、台湾和亜留土股份有限公司、世界連合時装（上海）有限公司、世界時興（上海）貿易有限公司
等は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有するものを含
む。）の監査（会社法又は金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）
を受けています。

２．当社監査等委員会は、当事業年度の会計監査計画の内容、監査時間及び監査報酬の推移、報酬の前提となる見積りの算出
根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、
株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等
委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委
員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いた
します。
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３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　当社は、取締役会において、当社の業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制システム」という）
について、以下のとおり決議しております。（最終改定　２０２１年５月１９日）

　当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の通り、内部統制システムを整備する。

①　当社の取締役及び使用人（執行役員を含む。以下同じ。）並びに当社子会社の取締役及び使用人の職務
の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という。）は、「ワールドグループ行動規範」において、
法令を遵守し、社内規程、企業倫理、社会規範及び経営理念に従い誠実に行動すべきことを行動規範と
して規定し、これをすべての取締役及び使用人が遵守すべき最重要ルールと位置付け、その制定改廃は
取締役会の承認を要するものとする。

・代表取締役　社長執行役員のもと組織されるリスクマネジメント委員会の下にリスクマネジメント担当
役員及び担当部署を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス・リスクマネジメントプログラムを
推進する。

・当社グループ全体のコンプライアンスプログラム全般を統括する「コンプライアンス規程」を制定し、
組織体制、リスク評価、教育、問題発生時の対応等を定める。

・「内部通報規程」に基づき、内部通報制度（企業倫理ホットライン）を運用し、行動規範違反・不正行
為等の情報収集を図るとともに、通報案件に対応する。

・当社にグループ内部監査室を設置し、当社グループの財産保全及び業務運営の実態を適正に調査し、不
正・誤謬の発生を防止する。更に、経営の合理化並びに効率化に寄与すると共に、意思の疎通及び業務
改善の実をあげ、内部統制の有効性を評価する機能を担い、あわせて企業の健全な発展を図る。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る取締役会議事録、社内決裁、契約書等の重要情報を保存するものとし、情報

の保存及び管理に関する体制の詳細は、以下の各規程において定めるところによる。
文書保存・管理全般：「文書管理規程」
機密情報管理　　　：「機密情報保護規程」
契約書管理　　　　：「契約規程」

・情報の保存及び管理に関する社内規程・マニュアルに基づき、取締役及び使用人に対する教育・監査等
を実施する。

・諸規程集等、所定の文書は、ＩＴを活用して常時閲覧できるシステムを構築するものとする。
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③　当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社のリスク管理に関する規程（危機管理規程）の対象範囲を当社グループ全体に適用するものとし、

リスクマネジメント委員会は、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。
・危機管理規程及びリスク分類別マニュアルに基づき、グループ内部監査室が監査等を実施する。危機管

理規程に定義されたリスクの発生状況、対応結果及び影響等については、リスクマネジメント担当部署
が一元管理を図る。

・代表取締役　社長執行役員のもと組織されるリスクマネジメント委員会の下に担当役員及び担当部署を
設置し、当社グループ全体のコンプライアンス・リスクマネジメントプログラムを推進する。

・当社に設置されたリスクマネジメント委員会は、当社グループ全体のリスク管理を推進する機関とし、
推進にかかわる課題・対応策を審議する。

④　当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社の執行役員制度により、意思決定の迅速化・効率化と、事業責任の明確化を図るものとする。
・当社グループの職務権限や決裁権限に関する規程に基づき、決裁権限ルートを明確化し、定期的に見直

すことにより、取締役の意思決定の効率化を図るものとする。
・当社と当社子会社とが、相互に密接な連携のもとに経営を円滑に遂行し、ワールドグループとして総合

的に事業の発展を図ることを目的とした当社グループに関する規程を定めるものとする。
・当社のグループ総合戦略に基づく当社子会社戦略は、各子会社が関係部署及び当社関係会社管理組織と

調整のうえで立案する。

⑤　当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社が定める関係会社管理規程において、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、

当社への定期的な報告を義務づける。
・当社は、当社子会社経営計画検討会を定期的に開催し、会議には、各当社子会社社長又は当社子会社を

代表する役員及び当社関係者が出席し、各社ごとに営業状況、利益目標、経営方針及び計画等について
討議するものとする。

⑥　当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・「ワールドグループ行動規範」を国内連結子会社へ適用するものとし、グループで共通化出来るルール

は社内規程においてグループ共通諸規程とし、行動規範及び社内規程を基軸として、ワールドグループ
全体でのコンプライアンス体制を推進する。

・関係会社管理規程に基づき設置された関係会社管理組織が、役割機能別に子会社を管掌する。
・グループ会社管理における一定の事項は、当社の審査・合議などを受けるものとする。
・グループ内部監査室がグループ会社監査を実施する。
・当社は、財務報告の信頼性を確保するために、関連する諸法令等に準拠し、財務報告に係る内部統制の

体制構築・整備を推進する。
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⑦　当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役（監査等委員である
取締役を除く）からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確
保に関する事項

・監査等委員会の職務は、グループ内部監査室において補助するものとする。
・監査等委員会を補助すべき者を置くものとし、その任命及び解任、評価等については監査等委員会の事

前の同意を要するものとし、取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性を確保する。
・監査等委員会を補助すべき者が監査等委員会の職務を補助する場合には、監査等委員会の指示に従うも

のとする。

⑧　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人又
はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制

　取締役及び各主管部署の責任者は下記事項につき監査等委員会及びグループ内部監査室長（③を除く）
に報告をする。

（①、②は随時、③、④は定例的）
①　会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
②　取締役・使用人の法令、定款違反等の不正行為
③　内部監査の結果
④　内部通報制度による情報収集及び通報案件への対応の状況

⑨　当社の監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制

・通報者に対する不利益な取扱いの禁止を内部通報に関する社内規程において定める。

⑩　当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ
いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保す
るための体制

・取締役及び使用人は、監査等委員が監査の実施のために弁護士、公認会計士、その他の社外の専門家に
対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用を請求するときは、当該請
求に係る費用が監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことがで
きない。

・監査等委員会は、定期的に代表取締役及び会計監査人と意見交換する機会を設定するものとする。
・必要に応じて専門家（弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等）から監査業務に関する助言を

受けるなど、監査等委員会の円滑な監査活動を保障する。
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⑪　反社会的勢力の排除に関する体制
「ワールドグループ行動規範」へ、総会屋や暴力団等企業活動に重大な脅威を与える反社会的勢力に対
し、組織的な対応と毅然たる態度で臨み、反社会的勢力から持ちかけられる要求に対しては恐れること
なく拒否し、関係を一切持たない旨を規定し、反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、及び不当
要求については拒絶することを基本方針とする。
総務部を反社会的勢力対応部署と位置付け、対応基準としての「反社会的勢力対応マニュアル」を整備
し、当社と外部機関の連携体制、反社会的勢力の定義、不当要求・不当行為発生時の対応と報告・相談
先等に関して定める。
特殊暴力防止対策連合会、企業防衛対策協議会等の外部専門組織に加盟する等、外部専門機関との連携
を図るとともに、対応部署の社員を中心に積極的に講習への参加等を通じ収集した情報の一元管理・蓄
積等を行う。また反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、外部専門機関と連携し、対応を行
えるよう協力体制を構築する。
取引先については、外部調査機関を用いて情報収集を行い、事前にチェックを行う。取引先との間で締
結する基本契約書には、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の
暴力団排除条項を盛り込んだ上での契約締結を推進する。
当社グループの社員で基本的な考え方を共有化するため、「ワールドグループ行動規範」および「反社
会的勢力対応マニュアル」は、社内イントラネットへ掲載のうえ、当社グループ社員に周知徹底する。

－ 50 －

３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況



2021/05/25 20:04:24 / 20703238_株式会社ワールド_招集通知（Ｃ）

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、内部統制システム構築に関する基本方針に基づき、適正な内部統制を構築しており、当期におけ
る業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

①　取締役会
　当期は、定時及び臨時を含めて15回の取締役会を開催し、法令又は定款の定める事項及び業務執行の決
定等の職務を行っております。業務を執行する取締役は、業務執行状況を３カ月に１回以上、又はその都
度、取締役会に報告しております。

②　リスクマネジメント委員会
　当社は、リスクマネジメント委員会において当期に取り組むべき重要リスクを設定し、リスク対応計画
に基づくリスクへの対応を実施するとともに、行動規範及び社内規程等違反行為に関する事前防止策及び
再発防止策等の検討、新型コロナウイルスへのＢＣＰに沿った対応協議などを実施し、当社グループ全体
のコンプライアンス・リスクマネジメントプログラムのＰＤＣＡサイクルを推進しております。

③　コンプライアンス教育研修
　当社は、コンプライアンス規程の主管部門及び関連部門によるコンプライアンス教育を継続的に実施し
ており、当期はコンプライアンスの重要性に関する社長メッセージ、不適切な行為についての具体的事例
を用いた教育研修を実施しました。
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４．剰余金の配当等の決定に関する方針
　配当に関しましては、将来の事業展開に備えた内部留保の充実と当社グループの業績に応じた株主還元を
総合的に勘案して決定することを基本方針としております。
　当社の剰余金の配当は、期末配当及び中間配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる
旨を定款に定めております。
　当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定
款に定めておりますが、基本的な方針として期末配当の決定機関は株主総会であります。
　当社では、財務健全性の改善や成長投資の実施に注力しつつ、株主還元策として配当を段階的に増やして
いくことを目指しており、配当性向について、2022年３月期において30％まで引き上げることを目標にし
ております。
　なお、内部留保資金の使途につきましては、将来の企業価値を高めるための店舗・ブランド開発、Ｍ＆Ａ、
デジタル分野での事業投資を優先いたしますが、投資効率の高い活用を検討してまいります。
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連結財政状態計算書（2021年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

資　産　の　部 負　債　の　部
流 動 資 産

現 金 及 び 現 金 同 等 物

売 上 債 権 及 び そ の 他 の 債 権

棚 卸 資 産

そ の 他 の 金 融 資 産

そ の 他 の 流 動 資 産

非 流 動 資 産

有 形 固 定 資 産

使 用 権 資 産

無 形 資 産

持分法で会計処理されている投資

繰 延 税 金 資 産

そ の 他 の 金 融 資 産

そ の 他 の 非 流 動 資 産

65,523

20,687

21,712

21,778

251

1,096

179,863

39,666

36,518

74,292

5,627

9,993

13,156

610

流 動 負 債 128,890
仕入債務及びその他の債務 32,955
未 払 法 人 所 得 税 723
借 入 金 78,268
リ ー ス 負 債 11,698
引 当 金 2,197
そ の 他 の 金 融 負 債 1
そ の 他 の 流 動 負 債 3,048

非 流 動 負 債 36,467
借 入 金 1,697
リ ー ス 負 債 26,862
退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,627
引 当 金 5,970
そ の 他 の 金 融 負 債 175
そ の 他 の 非 流 動 負 債 137

負 債 合 計 165,357
資　本　の　部

親会社の所有者に帰属する持分合計 78,435
資 本 金 511
資 本 剰 余 金 37,752
そ の 他 資 本 性 金 融 商 品 14,556
利 益 剰 余 金 24,653
自 己 株 式 △84
そ の 他 の 資 本 の 構 成 要 素 1,046

非 支 配 持 分 1,594
資 本 合 計 80,029

資 産 合 計 245,386 負 債 及 び 資 本 合 計 245,386
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連結損益計算書（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 収 益 180,322
売 上 原 価 83,251
売 上 総 利 益 97,070
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 103,569
そ の 他 の 収 益 1,840
そ の 他 の 費 用 17,076
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 98
営 業 損 失 △21,637
金 融 収 益 35
金 融 費 用 954
税 引 前 当 期 損 失 △22,556
法 人 所 得 税 △5,187
当 期 損 失 △17,369
親会社の所有者に帰属する当期損失 △17,149
非 支 配 持 分 に 帰 属 す る 当 期 損 失 △220
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貸借対照表（2021年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資　産　の　部 負　債　の　部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
商 品 及 び 製 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 入 金
関係会社短期貸付金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
の れ ん
商 標 権
ソ フ ト ウ ェ ア
建設仮勘定（無形）

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
関係会社長期貸付金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
差 入 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

20,877
15,113

71
146
13

192
3,819
1,496

27
111,190
35,452
5,514

92
24
0

105
26,832
2,862

25
15,900
7,270

3
4,972
3,656

59,837
960

21,501
2

2,225
190

42,553
0

268
706

1,859
18

△10,445

流 動 負 債 86,184
買 掛 金 144
短 期 借 入 金 45,021
１年内返済予定の長期借入金 36,813
リ ー ス 債 務 640
未 払 金 2,692
未 払 法 人 税 等 96
未 払 消 費 税 等 56
未 払 費 用 409
預 り 金 307
賞 与 引 当 金 6
そ の 他 0

固 定 負 債 20,554
長 期 借 入 金 16,250
リ ー ス 債 務 2,503
再評価に係る繰延税金負債 1,131
退 職 給 付 引 当 金 649
資 産 除 去 債 務 11
そ の 他 11

負 債 合 計 106,738
純 資 産 の 部

株 主 資 本 23,109
資 本 金 6,000
資 本 剰 余 金 29,878

資 本 準 備 金 109
そ の 他 資 本 剰 余 金 29,769

利 益 剰 余 金 △12,686
利 益 準 備 金 373
そ の 他 利 益 剰 余 金 △13,059

別 途 積 立 金 2
繰 越 利 益 剰 余 金 △13,061

自 己 株 式 △84
評 価 ・ 換 算 差 額 等 2,219

その他有価証券評価差額金 2
土 地 再 評 価 差 額 金 2,218

新 株 予 約 権 1
純 資 産 合 計 25,328

資 産 合 計 132,066 負 債 ・ 純 資 産 合 計 132,066

－ 55 －
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損益計算書（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 24,162
売 上 原 価 439
売 上 総 利 益 23,723
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 23,072
営 業 利 益 651
営 業 外 収 益

受 取 利 息 337
受 取 配 当 金 86
受 取 賃 貸 料 55
そ の 他 営 業 外 収 益 304 783

営 業 外 費 用
支 払 利 息 411
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 8,144
金 融 手 数 料 646
そ の 他 営 業 外 費 用 73 9,274

経 常 損 失 7,840
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1
投 資 有 価 証 券 売 却 益 10
そ の 他 特 別 利 益 19 30

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 28
関 係 会 社 株 式 評 価 損 9,815
関 係 会 社 株 式 売 却 損 26
減 損 損 失 30
構 造 改 革 費 用 458
そ の 他 特 別 損 失 2 10,358

税 引 前 当 期 純 損 失 18,168
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △6
法 人 税 等 調 整 額 △205 △211
当 期 純 損 失 17,956

－ 56 －

損益計算書
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
独立監査人の監査報告書

2021年５月19日
株式会社ワールド

取　締　役　会　御　中
PwCあらた有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 邊 晴 康 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 北 野 和 行 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ワールドの2020年４月１日から2021年３月31日までの連
結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書、連結注記表について監査
を行った。
　当監査法人は、会社計算規則第120条第１項後段の規定により指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成
された上記の連結計算書類が、株式会社ワールド及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査
法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関
する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、連結計算書類を指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計
算規則第120条第１項後段の規定により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを
評価し、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第１項後段
の規定に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判
断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

－ 57 －

連結会計監査報告
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・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を
表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている
会社計算規則第120条第１項後段の規定に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表
示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して
責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はそ
の内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 58 －
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会計監査人の監査報告書　謄本
独立監査人の監査報告書

2021年５月19日
株式会社ワールド

取　締　役　会　御　中
PwCあらた有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 邊 晴 康 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 北 野 和 行 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ワールドの2020年４月１日から2021年３月31日ま
での第63期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明
細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類
等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査
法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示する
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

－ 59 －
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか
どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判
断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、

実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はそ
の内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 60 －
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監査等委員会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第63期事業年度における取締役の
職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の
内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等
からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明す
るとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査担当部門、コンプライ
アンス・リスクマネジメント担当部署と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から
その職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、
本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子
会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告
を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結
財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと

認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら

れません。
③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統

制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は
認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年５月19日

株式会社ワールド　監査等委員会

常勤監査等委員 高 月 禎 一 ㊞
監査等委員 鈴 木 修 司 ㊞
監査等委員 関 　 美 和 ㊞

(注)　監査等委員鈴木修司及び関美和は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役でありま
す。

以　上
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株主総会会場ご案内略図

場 所 ワールド本社ビル 26階 神戸市中央区港島中町六丁目８番１

中公園駅

ポートターミナル駅

貿易センター駅

みなとじま駅

南公園駅

神戸空港駅

中埠頭駅

北埠頭駅

至 明石 新神戸駅

神戸市営地下鉄

三
宮
駅

市
民
広
場
駅

ポ
ー
ト
ラ
イ
ナ
ー

阪急電鉄神戸線

至 大阪

阪神電鉄本線
JR東海道本線

JR山陽新幹線

ワールド
本社ビル

連絡路

ポートピア
ホール

神戸ポートピア
ホテル南館

市
民
広
場
駅

南公園駅

ワールド本社ビル 26階

神戸ポートピア
ホテル

国際会議場

交 通 三宮よりポートライナーを利用　市民広場駅下車　徒歩約３分

お願い 当社では駐車場・駐輪場のご用意はございませんので、公共交通機関を
ご利用くださいますようお願い申しあげます。

　　　　　　　 ※ 新型コロナウイルスの影響につき、表紙をご覧いただきますよう、お願い申し上げます。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図


